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仕様書 

 

１ 件名  

港区環境マネジメントシステム事務局運営支援業務委託 

 

２ 履行期間  

令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで 

 

３ 履行場所  

・港区役所８階環境課（東京都港区芝公園一丁目５番２５号） 

・受注者作業場所 

・その他港区指定場所 

４ 業務概要 

港区では、港区環境マネジメントシステム（以下「ＥＭＳ」という。）を導入し、港区

の各課・各施設等を対象に、エネルギー管理に重点を置いた取組を実施している。本業

務は、ＥＭＳに基づいて、各種法令等に基づく国及び東京都へのエネルギー使用量等の

報告、内部環境監査の実施等の事務局業務を支援することを目的とする。 

 

５ 業務内容 

（１）各種法令等に基づく報告に関わる支援業務 

ア エネルギー等の使用状況に関するデータの調製 

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（以下「省エネ法」という。）、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）、「都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例」（以下「環境確保条例」という。）に基づく各種報告に向け

て、エネルギー集計システムで収集したデータを精査し、必要なデータに調製するこ

と 

  イ 省エネ法・温対法・環境確保条例に基づく届出・報告書作成 

エネルギー等の使用状況の集計結果を踏まえ、省エネ法・温対法・環境確保条例に

基づく報告（「定期報告書」、「中長期計画書」、「地球温暖化対策報告書」等）の原案

作成を行い、定められている提出期限の７営業日前までに発注者に提出すること。 

  ウ 省エネルギーに関する助言、支援 

エネルギー集計システムから収集したデータから、各課・各施設のエネルギー使用

及び二酸化炭素排出状況と自己評価を確認し、更なる省エネルギー化の取組推進に向

けた助言、支援を実施すること。 

（２）内部環境監査の実施（50 施設程度） 

ア 内部環境監査の準備（6月頃） 

発注者と協議の上、内部環境監査の実施方針、対象とする課・施設、実施期間、評

価方針等を記載した「内部環境監査実施計画案」を作成すること。 

イ 内部環境監査の実施（7月～10 月頃） 

（ア）当該年度の監査対象となる各課・各施設を訪問し、ＥＭＳ推進員、施設長、設



- 2 - 
 

備管理担当者等に対し、先に定める内部環境監査実施計画に基づいたヒアリング

と現場調査を実施すること。 

（イ）ヒアリングや現場調査において、先に定める内部環境監査評価方針に基づく不

適合事項等があれば、不適合事項等について是正・改善策の助言・指導をすると

ともに、省エネルギー化や省資源化に向けた改善提案を実施すること。 

（ウ）内部環境監査の実施においては、各課・各施設の省エネルギー化に向けた取組

状況（ＥＭＳ関連帳票で定めた取組の実施状況、管理標準の活用状況等）を確認

し、更なる省エネルギー化に向けた助言・支援を実施すること。また、前年度の

原油換算エネルギー使用量が 50KL 未満の施設については、省エネルギーアドバイ

スをあわせて実施すること。なお、実施する施設、実施内容等については、事前

に発注者と協議すること。 

ウ 内部環境監査後の対応（11 月～12 月頃） 

（ア）内部環境監査終了後は、監査対象者ごとに「監査結果報告書」を作成するとと

もに、要是正・要改善事項、改善提案事項、省エネルギーに関する優良な取組事

項についてとりまとめた「監査結果概要」を作成すること。 

（イ）内部環境監査における不適合事項等について、監査対象者に通知し、優良事項

以外については、その発生原因及び対応について照会し、その結果を発注者に報

告すること。 

（ウ）内部環境監査における省エネルギーに関する優良な取組事項について、発注者

が定める表彰基準に基づいて監査員複数人により客観的に評価し、発注者に報告

すること。 

（エ）上記の（ア）から（ウ）までの結果をとりまとめ、統括環境管理者及び環境管

理責任者に報告するための「内部環境監査総括報告書」を作成すること。 

（３）ＥＭＳの第３者評価の実施 

一般社団法人エコステージ協会が提供する「自治体エコステージ確認支援制度」

を活用し、ＥＭＳの取組結果を、一般社団法人エコステージ協会東京第三者評価

委員会に諮り、第三者評価として発行された意見書等を発注者に提出すること。

また、その結果を踏まえ、不適合事項等があれば、当該部門への助言や是正・予

防策の検討・実施をすること。 

 

６ 業務計画書の提出 

業務着手に当たり、発注者と十分に協議の上、速やかに業務計画書（業務体制、業務

スケジュール等）を作成し、発注者に提出すること。 

 

７ 要員の配置 

（１）受注者は、本仕様書に定められた業務を遂行するために必要な要員を配置するもの

とする。 

（２）要員の配置に当たっては、事前に従事者名簿及び配置計画書を発注者に提出し、了

承を得ること。 
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（３）事件・事故や体調不良等により、業務の遂行に遅延等生ずる場合は、至急、発注者

と協議の上、要員を配置すること。 

 

８ 業務管理責任者 

（１）本業務の業務管理責任者は、環境マネジメントシステム構築及び運用支援経験のあ

る者とすること。 

（２）業務従事者名簿を作成し発注者に提出すること。業務従事者に変更があったときも

同様とする。 

（３）業務管理責任者は、業務遂行に当たり疑義が生じたときは発注者と緊密に連携を取

り、区民の信用を損なう行為の無いよう業務従事者を管理・監督すること。 

 

９ 業務従事者 

（１）本業務の業務従事者は、環境マネジメントシステムの運用の実務経験のある者又は

環境マネジメントシステムの事務局業務経験のある者を充てること。 

（２）業務従事者は名札を付けること。 

（３）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 

 

10 貸与品 

発注者は、受注者が業務を処理するために必要な場所を提供するほか、業務に要する

事務用品を無償貸与する。ただし、従事者の名札の作成に要する費用は受注者の負担と

する。 

 

11 業務報告書の提出 

（１）上半期（令和４年４月１日から令和４年９月 30 日）の業務を履行した後、上半期分

の実施報告書とそれまでの成果品を提出すること。 

  ・Ａ４版横書き １部 

（２）本業務の履行を完了した後、本業務全体の実施報告書と成果品を提出すること。 

  ア Ａ４版横書き ２部 

  イ 電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ） １式 

 

12 契約代金の支払方法     

契約代金の支払は、以下のとおり年 2回払とする。 

（１）上半期終了後、発注者は速やかに受注者の上半期分の業務の履行を確認し、受注者

からの書面による請求に基づき第１回の支払を行うこととする。 

（２）発注者は、受注者が本業務の履行を完了したことを確認した後に、受注者からの書

面による請求に基づき第２回の支払を行うこととする。 
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13 安全衛生 

受注者の労働衛生安全管理に当たって、関係法令及び諸通達を遵守すること。 

14 事故報告 

事故が生じたときは、直ちに発注者に対して報告し、発注者の指示に従わなければな

らない。なお、遅滞なく事故内容等について記載した書面を作成し、発注者に提出する

ものとする。 

 

15 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講ずること。  

（２）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況につ

いて確認の上適宜報告すること。  

（３）受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切

に行うこと。  

（４）受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期

間満了後においても同様とする。  

（５）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進

に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（６）受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。また、

ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止

に関する条例」（平成９年港区条例第４２号）第９条に規定するみなとタバコルールを

遵守すること。 

（８）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あら

ゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（９）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努

めること。 

 

16 環境により良い自動車利用 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の

事項を遵守すること。 

  ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

  イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法（平成４年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利

用に努めること。 

（２）低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装
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着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出

すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関

するガイドライン（平成 21 年３月 27 日付改正 20 環車規第 837 号）」に規定する評価

基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

17 協議 

発注者は、業務従事者の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更を求めることがで 

きる。なお、受注者は、発注者から変更の求めがあったときには、誠意を持って対処す

ること。 

 

18 その他 

本仕様に定めの無い事項又は本仕様に定める事項の解釈について疑義が生じた場合は、 

発注者と受注者が協議の上定めるものとする。 

 

19 担当 

港区環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当  

電話：03－3578－2477（直通） 


